
２ 生活保護グループの業務

１ 生活保護の概況
(1) 業務の概況

生活保護法は、何らかの原因で生活に困窮する人々に対し、その困窮の程度に応じ
て必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する
ことを目的としています。
保護の種類には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、

生業扶助及び葬祭扶助の8種類があります。
保護は、原則として要保護者本人等からの申請に基づき、保健福祉事務所が家庭訪

問による面接調査のほか各種調査を実施のうえ保護の要否、種類、程度及び方法を決
定しています。
保護開始後は、被保護者の自立助長のための指導を行い、生活状況調査のため定期

又は随時の訪問を行っています。
また、必要に応じて扶養義務者並びに医療機関、社会保険事務所及び事業主等の関

係機関について調査を行っています。

◎ 生活保護申請・決定手続き
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(2) 管内の状況
管内の被保護人員は、昭和63年ころから横ばいの傾向で推移していたが、高齢化の

進行、核家族化、扶養意識の低下、失業等、景気の低迷等により平成13年度から増加
傾向に転じています。
保護率に関しては、平成17年度、県平均が7.0‰（‰：パーミルと称し、千分率を

示す）、全国平均が11.7‰（平成18年2月現在）であるのに対し、管内全体では3.8‰
と比較的低い保護率ですが、町村別にみると2.2‰台の町村がある一方、5.5‰の町村
もあるなど、近隣都市部への交通の便や地元での就労機会の状況、人口の高齢化率な
どによって大きな格差が認められます。
保護世帯を世帯類型別にみると、高齢者世帯、傷病・障がい者世帯、母子世帯とい

ったハンディキャップを抱えた世帯が全保護世帯数の約9割を占めており、また、高
齢者世帯の９割弱は単身世帯となっています。
なお、平成17年3月1日に田村郡5町村合併により、田村市福祉事務所が設置され142

世帯（229人）、平成17年4月1日には須賀川市と長沼町・岩瀬村の合併により22世帯
（28人）が引継移管されたことにより、当事務所は岩瀬郡2町村田村郡2町、石川郡
5町村の9町村が管内となりました。

ア 被保護世帯数の状況
管内の被保護世帯数は、平成14年度に400世帯を超えました。
また、本県の世帯数は、平成16年度に１万世帯を超えました。

区分 管 内 福 島 県 全 国

年度 世 帯 数 指 数 世 帯 数 指 数 世帯数 指 数

H 5 296 100.0 5,771 100.0 586,106 100.0

H10 312 105.4 6,814 118.1 663,060 113.1

H13 363 122.6 8,332 144.4 805,169 137.4

H14 405 136.8 8,944 155.0 870,931 148.6

H15 429 144.9 9,561 165.7 941,270 160.1

H16 430 145.3 10,090 174.8 998,887 170.4

H17 283 95.6 10,483 181.6 1,055,326 180.1

＊ 管内の被保護世帯数（平成17年度）は、市町村合併に伴う引継移管により減少している。

＊ 全国の被保護世帯数（平成17年度）は、平成18年2月現在。
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イ 被保護人員の状況
管内の被保護人員は、平成13年度から急増しましたが、平成16年度から高止まり

の状況です。
また、本県の被保護人員は、平成6年度より増加傾向を示し、平成11年度には

１万人を突破しております。

区分 管 内 福 島 県 全 国

年度 人 員 指 数 人 員 指 数 人 員 指 数

H 5 401 100.0 8,388 100.0 883,112 100.0

H10 428 106.7 9,532 113.6 946,993 107.2

H13 480 119.7 11,707 139.6 1,148,088 130.0

H14 560 139.7 12,617 150.4 1,242,723 140.7

H15 589 146.9 13,531 161.3 1,344,327 152.2

H16 588 146.6 14,259 170.0 1,423,388 161.2

H17 369 92.0 14,697 175.2 1,493,760 169.1

＊ 管内の被保護世帯数（平成17年度）は、市町村合併に伴う引継移管により減少している。

＊ 全国の被保護人員（平成17年度）は、平成18年2月現在。

ウ 保護率の状況
管内の保護率は、平成2年度以降2.4‰と横ばい状態でしたが、平成6年度から微

増傾向に転じ、平成16年度には3.9‰に達し、以後高止まりで推移しています。
また、本県の保護率は、平成4年度以降4.0‰で横ばいとなり、平成8年度から増

加傾向に転じ、平成17年度では7.0‰まで上昇しています。
全国にも同様の傾向がみられます。

区分 管 内 福 島 県 全 国
年度 ‰ ‰ ‰
H 5 2.4 4.0 7.1

H10 2.6 4.5 7.3

H13 3.0 5.5 9.2

H14 3.6 6.2 10.0

H15 3.8 6.4 10.8

H16 3.9 6.8 11.3

H17 3.8 7.0 11.7

＊ 全国の保護率（平成17年度）は、平成18年2月現在。
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エ 世帯類型別保護世帯の状況

管内の被保護世帯を世帯類型別構成割合でみると、平成17年度は市町村合併の影響を受

けていますが、傾向としては、高齢者世帯の割合が高くなってきており、傷病・障がい者

世帯の割合も年々高率になってきています。

また、管内の母子世帯の構成比は県平均及び全国平均と比較しても少なくなっています。

区分 被保護世帯総数 高齢者世帯 母子世帯 傷病・障がい者世帯 その他の世帯

年度 世帯数 構成 世帯数 構成 世帯数 構成 世帯数 構成 世帯数 構成

5 296 100 103 34.8 12 4.1 156 52.7 25 8.4

10 312 100 123 39.4 10 3.2 139 44.6 40 12.8

13 363 100 164 45.2 7 1.9 149 41.0 43 11.8

14 405 100 176 43.5 7 1.7 173 42.7 49 12.1

15 428 100 185 43.2 9 2.1 179 41.8 55 12.9

16 430 100 192 44.7 9 2.1 180 41.9 49 11.4

17 283 100 118 41.7 7 2.5 133 47.0 25 8.8

県17 10,462 100 4,378 41.8 605 5.8 4,273 40.9 1,205 11.5

全国17 1,053,300 100 454,125 43.1 92,786 8.8 398,105 37.8 108,284 10.3

＊ 管内の世帯数（平成17年度）は、市町村合併に伴う引継移管により減少している

＊ 全国の世帯類型別被保護世帯（平成17年度）は、平成18年2月現在

オ 扶助別被保護人員の状況

各扶助別の構成比をみると、生活扶助は約８割の人が、住宅扶助は約５割弱の人が、医
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療扶助は約９割弱の人が受給しています。

なお、医療扶助の受給割合は県平均及び全国平均を上回っています。

区分 保護 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助

年度 人員 人員 構成 人員 構成 人員 構成 人員 構成 人員 構成

5 401 317 79.1 158 39.4 33 8.2 - - 242 61.8

10 428 347 81.1 182 42.5 33 7.7 - - 380 88.8

13 480 399 83.1 199 41.5 28 5.8 46 9.6 438 91.3

14 560 465 83.0 232 41.4 35 6.3 51 9.1 485 86.6

15 589 484 82.1 269 45.7 39 6.6 55 9.3 504 85.6

16 588 496 84.4 284 48.3 38 6.5 60 10.2 517 87.9

17 369 302 81.8 171 46.3 20 5.4 43 11.7 324 87.8

県17 14,697 12,534 85.3 10,429 71.0 1,131 7.7 1,514 10.3 11,395 77.5

全国 1,493,760 1,343,695 90.0 1,212,808 81.2 138,477 9.3 169,859 11.4 1,228,849 82.3
17

＊ 管内の保護人員（平成17年度）は、市町村合併に伴う引継移管により減少している

＊ 全国の扶助別被保護人員（平成17年度）は、平成18年2月現在

カ 保護開始・廃止世帯数の状況

管内の保護開始件数は、バブル崩壊による景気の後退を受けて、平成６年度より微増傾

向を示してきました。平成12年度より保護開始件数は急増していましたが、16年度以降は

市町村合併の影響や景気の持ち直し等もあり減少に転じています。

区分 開 始 世 帯 数 廃 止 世 帯 数

年度 管 内 県 管 内 県

5 41 950 23 872

10 40 1,268 42 853

13 62 1,397 33 797

14 65 1,605 34 1,034

15 79 1,711 46 1,103

16 46 1,638 45 1,193

17 31 1,504 26 1,141
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